
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年１月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０横第９０号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２２年５月２８日 １８時３６分ごろ 

発生場所 静岡県静岡市清水灯台から真方位１５９°１７.５km付近 

（概位 北緯３４°５１.８′ 東経１３８°３５.８′） 

事故等調査の経過  平成２２年６月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 NEW
ニュー

 AUSPICIOUS
オースピシャス

（パナマ共和国）、２６,５８６トン 

   ９１４９３７８（IMO番号）、NEW PURSUE LINE SA 

Ｂ 漁船 第十八 昭
しょう

幸
こう

丸、３２３トン 

   １２９０３８、昭幸水産有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（中華人民共和国籍）、船長免状（パナマ共和国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、四級海技士（航海） 

  航海士Ｂ、三級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷外板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 右舷船首部に凹損及び擦過傷、前部マスト折損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか１９人が乗り組み、駿河湾を南進中、左舷船尾方約

０.３海里（Ｍ）に同航するＢ船がいたことから、Ｂ船に対して汽笛による

信号を行った。 

 平成２２年５月２８日１８時３２分ごろ、Ａ船は、Ｂ船がＡ船の船尾方

約０.１Ｍまで接近したので、汽笛による信号を繰り返すとともに、減速

し、右転を開始した。 

 １８時３４分ごろ、Ａ船は、Ｂ船が約１００ｍのところに迫ったので、

全速前進とし、右舵１０°をとった。 

 Ｂ船は、船長Ｂ及び航海士Ｂほか３人が乗り組み、駿河湾を南進してい

た。 

 １人で船橋当直についていた航海士Ｂは、衝突の直前に右舷方に初めて

Ａ船を視認した。 

 両船は、１８時３６分ごろ、Ａ船の左舷中央部とＢ船の右舷船首部とが

衝突した。 

 両船とも自力航行が可能で、浸水や油の流出はなかった。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 ほぼ高潮期 

Ａ あり、Ｂ あり 分析 乗組員等の関与 

Ａ なし、Ｂ なし 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 Ａ船は、清水灯台南南東方沖を南進中、Ａ船の

左舷後方から接近したＢ船と衝突したものと考え

判明した事項の解析 

 



 

られる。 

Ａ船は、左舷後方から接近するＢ船に対する適

切な見張りを行っていなかったことから、接近し

た際に、汽笛による信号を行い避航を促すととも

に、右転して衝突を避けようとしたが、衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、清水灯台南南東方沖を南進中、航海士

Ｂが、衝突の直前までＡ船に気付いていなかった

ことから、見張りを行っていなかったものと考え

られる。 

原因  本事故は、清水灯台南南東方沖において、Ａ船及びＢ船が南進中、Ａ船

が適切な見張りを行わず、また、Ｂ船が見張りを行っていなかったため、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 




